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「愛と平和の聖霊に身をゆだねて」	 	

	

　管区事務所　総主事　司祭　エッサイ　矢萩新一

6月

	 25日	（木）金融資産運用・管理チー

ム会議〔管区事務所〕

	 26日	（金）正義と平和・原発問題プロ

ジェクト会議〔Web〕

	 30日	（火）常議員会〔管区事務所〕

7月

	 2日	（木）人権問題担当者会議〔Web〕

	 14日	（火）正義と平和・ジェンダープ

ロジェクト会議〔Web〕

8月

	 3日	（月）建築家と歩こう、ナザレの

家〔ナザレの家〕

	 7日	（金）ナザレ委員会〔管区事務所〕

	 15日	（土）原発のない世界を求める

Zoomカフェ〔Web〕

	 25日	（火）～27日（木）管区共通聖

職試験〔各教区〕

	 31日	（月）臨時主教会〔東日本教区事

務所〕

	 31日	（月）～9月2日（水）第71（定期）

総会〔東日本/聖アンデレ

教会・ホール〕

＜関係諸団体会議・他＞

	 6月21	日（日）沖縄慰霊の日礼拝〔三原

聖ペテロ聖パウロ教会〕

	 27	日（土）～7/5日（日）全聖公会

中央協議会（ACC-19）〔アイ

ルランド・ベルファスト〕

	 29	日（月）日本キリスト教連合会常

任委員会〔管区事務所〕

	 7月7	日（火）聖公会神学院長期計画

プロジェクト会議〔用賀〕

	 14	日（火）NCC常議員会〔Web〕

	 29	日（水）～31日（金）聖公会保

育連盟全国保育者大会〔栃

木・鬼怒川〕

	 8月4	日（火）比叡山サミット・世界平

和の祈りの集い〔志賀・延

暦寺〕

	 5	日（水）～6日（木）平和プログ

ラム・広島原爆逝去者記念

聖餐式〔広島復活教会他〕

	 9	日（日）長崎原爆長崎原爆記念

「イエスは重ねて言われた。『あなたがたに平和があるように。父

が私をお遣わしになったように、私もあなたがたを遣わす。』」

（ヨハネ20：21）

敗戦後81年目の夏を迎えようとしています。今年も6月23日の沖

縄慰霊の日に向けて沖縄週間/沖縄の旅が行われました。正義と

平和委員会の憲法プロジェクトからは、信徒の皆さんが綴ってくだ

さった戦争証言集とその続編や、いのちをみつめる祈りの集い証

言集が発行され、各教会へお届けしていますので、まだお読みで

ない方はぜひご覧ください。また、今年は新たな取り組みとして8

月1日から15日まで、日ごとの祈りと黙想の冊子「記憶から希望へ

―平和をもとめる祈り・黙想―」が各教会へ送付されますので、

ご活用ください。薄れつつある戦争の記憶を呼び起こし、その悲

しみや苦しみの歴史と向き合って心に刻み、子どもたちの平和な

未来への希望へと変えられ、日々 の暮らしの中で平和を選び取る

者とされますようにとの願いが込められています。

日本聖公会は、敗戦後50年にあたる1995年の宣教協議会を経

て1996年の第49（定期）総会で「戦争責任に関する宣言」を決

議しています。そして、正義と平和委員会からの「平和アピール」

が、2005年の敗戦後60年から首座主教による「8・15平和メッセ－

ジ」となり、時には日韓両聖公会の首座主教や主教会の連名で毎

年出されてきました。管区事務所のホームページの「声明・要請・

決議文」―「教区や教会へ送付した声明・アピール文」にアーカ

イブされていますので、ぜひご覧ください。

平和を選び取る者であることは、平和の君であるイエスさまに

従い、いのちの尊厳を何よりも一番大切にするということです。世

界では今この時も戦争によって、差別や偏見によって、命が危険

にさらされている方 が々いることを思う時、多少の犠牲は仕方がな

い、自らの命を守るためには武器は必要、核兵器の抑止力がなけ

れば平和は成り立たないと言えるのでしょうか。2023年の宣教協
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礼拝〔長崎聖三一教会〕

	 22	日（土）NCC財政検討プロジェク

ト会議〔早稲田〕

	 24	日（月）～25日（火）聖公会関

係学校協議会・教職員研

修会〔立教・池袋〕

第71（定期）総会書記局

書記長	
司祭 大山 洋平（東日本）
書記
司祭 荻原 充（東日本）
司祭 藤田 美土里（東日本）
司祭 吉田 仁志（横浜）
執事 岸本 望（東日本）
執事 福永 澄（東日本）

公 　示

日本聖公会第71（定期）総会を下記のように招集いたします。

	 	 	 　救主降生 2026年 5月25日

	 	 	 　日本聖公会　総会議長

	 	 	 　主教 ダビデ 上原 榮正㊞

　

記

 第 71（定期）総会

日 時 ：2026 年 8月31日（月）13時から9月2日（水）12時まで

場 所 ：聖アンデレ教会およびホール

	 　　〒105-0011　東京都港区芝公園3-6-18	 	 	

	 	 	

以上

□主事会議

第 68　（定期）総会期第9回　2026年6月15日（月）

＜主な報告・協議＞

1．海外出張について、2026年日韓異端・カルト

対策合同セミナー（6/11～12、韓国・麗水

市）への、卓志雄司祭の出張を承認（5/13

メール稟議追認）。

2．資産運用・管理委員会の設置や収益事業

委員会の名称変更、不動産管理などについ

て、協議した。

3．日本聖公会第71（定期）総会について、提出

予定議案やスケジュールの確認などを行っ

た。

4．2027年・2028年度予算について、確認し、

常議員会に提案することとした。

議会の呼びかけ、「神・人 ・々世界の声に耳を傾けよう―となり

びととなるために」という、ある意味あたり前のことかも知れま

せんが、尊厳限りないいのち、平和を選び取る者として歩める

ようにこの夏を過ごして行きたいと思います。「主よ、私たちを平

和の器にしてください」と祈りながら…。
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　  　

	 		      第 71（定期）総会代議員

	 		 聖職代議員	 	 	 信徒代議員
	　北海道	 司祭　エリサベト三浦千晴	 グレゴリー大友 宣
	 		 司祭　クリストファー永谷 亮　	 クララ吉谷かおる
　東北			 司祭　ヨハネ八木正言	 	 バルナバ赤坂有司	
	 		 司祭　パウロ渡部拓	 	 フランシス畠山秀文
	　東日本	 司祭　フランシス下条裕章	 テレジア黒澤圭子
	 		 司祭　パウロ矢萩栄司　		 ヨセフ養田 博
　横浜			 司祭　ルカ片山 謙	 	 テモテ中林三平
	 		 司祭　エドワード宇津山武志	 グレース村井恵子
　中部			 司祭　テモテ土井宏純	 　	 セシリヤ河西恵子	
	 		 司祭　アンブロージア後藤香織	 ジャスチン上野光一郎
　京都			 司祭　セシリア大岡左代子	 アンデレ谷口 寛
	 		 司祭　アンデレ松山健作		 セシリヤ中川典子　
　大阪			 司祭　ヨハネ古澤秀利	 	 グレース辻 彩乃
	 		 司祭　ヤコブ義平雅夫	 　　　　エステル加納佳世子	
　神戸			 司祭　ダビデ林 和広	 	 パトリシア芝 雅子		
	 	    司祭　パウロ竹内 宗	 	 ジョージ大東正人	
　九州			 司祭　マグダラのマリヤ島 優子	 アンデレ宮本泰輔		 	

司祭　フランシス小林史明	 イサク石川聖二
　沖縄			 司祭　イザヤ金 汀洙	 	 ジェローム並里 厚
	 		 司祭　イサク岩佐直人	 	 キャロル知花なおみ

□各教区

東北

・	教区宣教135周年記念礼拝　2026 年10月

12日（月）１0時半～　東北教区主教座聖堂 

仙台基督教会　記念行事:「記憶と感謝」

2026年10月11日（日）18時～20時　「応答

と派遣」2026年10月12日（月）13時半～15

時半　内容：歴代主教からの講話、新教区

設立に向けて、過去への感謝と未来への祈

り

東日本（旧北関東・旧東京）

・	日本聖公会東日本教区第1（定期）教区会　

2026 年 5月23日（土）　東日本教区管理主

教・教区会議長：フランシス長谷川清純主教

により招集され開催。実施された各選挙結

果は下記の通り。

☆教区主教選挙当選者：

	 主教 フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸

☆常置委員選挙当選者：

	 聖職常置委員：司祭 パウロ矢萩栄司、ニコ

ラス中川英樹司祭、司祭 ダビデ斎藤 徹(長）

	 信徒常置委員：ヨセフ養田 博、テレジア黒

澤圭子、マリア石森眞子

☆総会代議員選挙当選者：

	 聖職議員：司祭	フランシス下条裕章、司祭 

パウロ矢萩栄司 	

	 信徒議員：テレジア黒澤圭子、ヨセフ養田 

博

横浜

・	第 88（臨時）教区会　2026年 9月23日（水・

祝）10時半～16時半　横浜聖アンデレ主教

座聖堂　教区主教選挙のため

沖縄

・	第 76（臨時）教区会　2026年7月20日（月）

8時半～15時　沖縄教区センター　教区主

教選挙のため　（＊台風等で開催不可の場

合、7月25日に順延）
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東京

司祭 パウロ宮﨑 光	 2026年 5月17日付	 願いにより退職を許可する。

	 	 聖パトリック教会副牧師の任を解く。

東日本

主教 フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸

	 2026年 5月22日付	 東京教区主教ならびに北関東教区管理主教退

任により聖アンデレ主教座聖堂付とする。

	 2026年 5月23日付	 聖パウロ教会管理牧師ならびに小笠原聖

ジョージ教会管理牧師に任命する。

	 	 新主教就任までの間、東日本教区主教補佐に

任命する。管理主教フランシス長谷川清純のも

とで、教区内各教会において礼拝協力を命じる。

司祭 パウロ矢萩栄司	 2026年 5月23日付	 新主教就任までの間、東日本教区主教補佐に

任命する。

横浜

＜信徒奉事者認可＞	 2026年 5月12日付（任期：1年）

（千葉復活教会）	 ペテロ永井直行、ステパノ小林正直

神戸

司祭 セバスチャン浪花朋久	 2026年7月1日付	 神戸聖ミカエル教会副牧師に任命いたします。

□「代祷表 2026 年 8月」について

ACP（Anglican Cycle of Prayer)発行の代祷表（翻訳版）は、『管区事務所だより』の同封物と

して奇数月にご送付させていただいております。「代祷表2026年 8月」発行の際、日本聖公会に

おいて「新教区」は設立されておりませんでしたので、3月号に同封いたしました代祷表8月22日

（土）日本聖公会は（東京教区）とありますが、2026年 5月23日（土）をもちまして新教区が設

立され（北関東教区）と（東京教区）は（東日本教区）となりました。そのため、8月22日（土）

の日本聖公会は（東日本教区）に変更されましたのでお知らせいたします。代祷表資料データ更新

の際はこのように『管区事務所だより』でもお知らせし、管区事務所のHPにもアップロードいたし

ますので、同HPよりダウンロードし、ご活用いただけますと幸いです。なお、このたびの変更につき

ましては『管区事務所だより』に訂正版の同封はいたしません。8月22日（土）の日本聖公会は、

（東日本教区）を覚えご加祷いただけますよう、みなさまのご理解とご協力をどうぞよろしくお願い

いたします。　　　　　　　　　　　	 　　

管区事務所総主事　司祭　エッサイ矢萩新一
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	 東日本教区の発足にあたり 

	 	 ～新教区のこれまでとこれから～

	 	 	 	 2026 年 5月23日 第 1（定期）教区会

	

	 	 	 　　　　   北関東教区・東京教区宣教協働特別委員会

 	 	 	 　　　委員長　司祭　パウロ　鈴木伸明（東日本教区）

はじめに

2026年5月23日（土）、日本聖公会東日本教区

第１（定期）教区会が聖アンデレ教会およびアン

デレホールにて行われた。開会聖餐式の後、主

教選挙が行われ、場所をアンデレホールに移し

て常置委員選挙、日本聖公会総会代議員選挙、

および最小限にまとめられた日本聖公会東日本

教区発足に必要な報告・議案審議が続いた。日

本聖公会法規上、この教区会終了をもって新し

い東日本教区が発足することとなった。教区会の

終了が19時過ぎとなり、出席者は疲労を隠せな

かったが、発足を共にした喜びは大きかった。

日本聖公会の教区再編

日本聖公会の教区再編については、ここ半世

紀の間、様 な々形で議論がなされてきた。個 の々

取り組みは割愛させていただくが、現在の教区

の区分けは、宣教師時代の影響を強く受けてい

て、人の動きや都市のつながりと一致していない

とか、首都圏に3つある教区をまとめることはで

きないかなど、希望を見出しつつ歩む思いの中、

意見が交わされた。

一方教区再編には慎重な意見もあった。教区

とは血の通った組織であり、どこを切り離してど

こをくっつければよいという存在ではない。人の

想いや都合で考えるのではなく、教区は神様が
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定めたこの世の組織であるとの認識を持つ必要

があるなど、そもそも教区とは何かを考えさせら

れる意見もあった。

その結果、日本聖公会における教区再編は成

し遂げられることなく、長期にわたる歩みが続く

こととなった中、今回、北関東教区と東京教区に

よる新教区設立が成し遂げられ、東日本教区が

発足したのは、日本聖公会の歴史に刻まれる出

来事であったと言えるであろう。

北関東教区の伝道教区への移行

2020年2月、北関東教区恒例の「教会を語る

会」が志木聖母教会にて行われた。当時の広田

勝一教区主教は、日本聖公会の教勢が1990年

を頂点に減少が続いているのを報告し、日本全

体に東日本宣教協働区、中日本宣教協働区、西

日本宣教協働区を設置すると共に、同じ宣教協

働区の教区主教が管理主教を委嘱されて任に着

く「伝道教区」の設置を、この年の日本聖公会

総会において主教会より提案する予定であるの

を紹介した。そして広田主教の定年退職を翌春

に控え、北関東教区主教選挙は行わず、北関東

教区は伝道教区となって東京教区との協働を進

めていくことを提唱した。北関東教区では伝道

教区に関する学びを深め、Ｑ＆Ａの発行などの

取り組みが進められ、同年11月に行われた定期

教区会において、北関東教区が伝道教区になる

ことが決議された。

北関東教区と東京教区はそれまで、広田主

教が東京教区管理主教を兼任することはあった

ものの特別な結びつきを持っていたわけではな

く、北関東教区から東京教区へ、将来の再編と

協働について話を持ち掛けた形であった。それ

に対して東京教区からは、これまでの歩みの中

で行き詰まりを感じており、北関東教区との協

働・再編により、希望を見出すことができるので

はないかとの意向が示された。こうして2021年

3月、どちらかの教区がもう一つの教区を吸収

合併するのではなく、両教区が新教区を設立す

ることを目指しての歩みが進められることになっ

た。具体的には両教区の覚書が交わされ、北関

東教区・東京教区宣教協働特別委員会が両教区

の教区会で設置することが決議されて、髙橋宏

幸東京教区主教が北関東教区管理主教を兼任

されることになった。

試練と不安

北関東教区・東京教区による協働がこうして開

始されたが、当時は新型コロナウイルス感染症

の甚大な影響を受けていた時期だった。全国で

最も大きな影響があった東京教区では、主日礼

拝の休止が相次ぎ、情報の伝播や意見交換に

時間が必要であった。

一方北関東教区では、全国に先駆けて伝道教

区へ移行したものの、教区主教が不在であるこ

とに不安を持ち、主教待望論を唱える人や、伝

道教区から従来の教区へ戻り、教区主教を選挙

して東京教区との協働を進めるべきだとの意見

が出ていた。

そこで、北関東教区と東京教区の宣教協働活

動を継続するかどうか、1年後に確認をすること

が決められた。コロナの影響が長期にわたった

ため、この確認は1年延長されて2年後となった

が、両教区とも協働継続が決議された。

また髙橋宏幸主教は、北関東教区・東京教区

を分け隔てなく巡回・巡杖された。これまで管

理主教は、新教区主教就任までの役割を担うた

めの役職であったが、伝道教区の管理主教はそ

の存在も役割も大きく異なっていることを実感さ

せられると共に、髙橋宏幸主教の働きが、主教

不在に不安を持っていた北関東教区の人たちの

不安払拭につながっていった。

北関東教区・東京教区宣教協働特別委員会

両教区で立てられたこの委員会は、2026年3月

31日までの5年間、新教区設立のため協働を進

める役割を担うことになった。当初、宣教協働

小委員会、広報小委員会、組織小委員会、財政

小委員会の4つの小委員会が設置され、それぞ

れの課題に取り組むことになった。
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宣教協働小委員会は、多くの人を巻き込んで

いくことを目指した。コロナ禍で制約が大きかっ

たものの、共通代祷表の作成、両教区の教会巡

礼が行われ、お互いの理解を深める良い機会と

なった。またそれに合わせてスタンプ帳を発行

し、各教会に記念スタンプ製作をお願いして、

訪問した教会でスタンプを押せるようにしていた

だいた。このスタンプ帳は現在も活用されてお

り、ご協力くださった多くの教会に改めて感謝申

し上げる。

また東京教区から農業体験の希望が出され、

北関東教区の毛
も ろ や ま

呂山聖霊教会で、農業をされて

いる信徒の方の協力を得て、大根の種まきおよ

び収穫が数年にわたり行われた。収穫された大

根は、東京教区の子ども食堂やフードパントリー

で用いられ、北関東教区でも私たちの命がどの

ように支えられているかを考える機会になった。

広報小委員会は、「きょうどう通信」発行、両

教区合同の教区時報発行、絵本やＱ＆Ａ発行等

が進められた。「きょうどう通信」はかわら版的

な位置づけとし、教会巡礼や両教区の青少年プ

ログラム等の紹介がなされ、身近な存在として両

教区の距離を縮める役割を担った。

また宣教協働小委員会と広報小委員会、立教

大学チャプレン、東京教区礼拝音楽委員長によ

る合同礼拝実行委員会が組織され、その企画・

実施に取り組んだ。コロナ禍等の影響で合同礼

拝は3回延期されたが、2025年9月15日、池袋の

立教大学タッカーホールをお借りして合同礼拝

を行うことができた。

組織小委員会は、新教区設立の法規的な位

置づけ、法的な手続きの確認、両教区の意志決

定機関との橋渡しの役割を担った。この役割は

後述の教務小委員会、宣教小委員会が、実務を

担う担当としてその役割を引き継いでいる。

財政小委員会は大きな課題に取り組むことと

なった。東京教区は北関東教区の3倍から4倍

の教勢、財力を持ち、単純に一本化できないの

は明らかであった。また両教区の給与水準も異

なっており、この一本化も大きな課題であった。

さらに北関東教区では、30年以上にわたって教

区として収益事業を行ってきたが、東京教区は

これまで教区としての収益事業は行っておらず、

教区が収益事業を行うのに消極的な意見もあっ

た。こうしたことから財政小委員会は北関東教

区・東京教区宣教協働特別委員会の設置期間で

終了するのではなく、継続してその任務に就くこ

とが申し合わされた。給与については、段階的に

両教区の給与水準一本化を目指すこととし、後

述の給与検討小委員会がその役割を引き継ぐと

共に現在も任務を遂行している。

北関東教区・東京教区宣教協働特別委員会の小

委員会追加

北関東教区・東京教区宣教協働特別委員会

の働きも折り返し地点に差し掛かる頃、髙橋宏

幸主教より活動加速が指示された。そこで、プ

ロジェクトマネージャー的役割を担う担当の明確

化と、財政小委員会の実務チーム化、宣教小委

員会、教務小委員会、給与検討小委員会が実務

チームとして追加設置されることになった。

2025年5月以降、両教区の教役者の集いと教

役者・信徒の集いが隔月で行われ、同年秋の両

教区教区会における新教区設立議案可決に向

けての取り組みが進められた。

両教区教区会での新教区設立議案可決と日本

聖公会臨時総会承認

2025年11月22日（土）東京教区聖アンデレ主

教座聖堂で行われた日本聖公会東京教区第147

（定期）教区会で、新教区設立に関する議案は

78人中69人の賛成で可決された。宗教法人の存

廃に関わる議案は、出席議員3/4の賛成が必要

となる。

また2025年11月24日（月・休）志木聖母教会

にて行われた日本聖公会北関東教区第93回（定

期）教区会で、新教区設立に関する議案は満場

一致で可決された。

両教区の決議を受けて、2026年2月23日（月・

休）、日本聖公会第70（臨時）総会が行われ、新
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教区設立関係議案はすべて可決承認され、東日

本教区発足が正式に決まった。

今後の課題と展望

東日本教区発足に至るまでの間、北海道教区

と東北教区はチーム北国を設置し、2028年の再

編を目指した取り組みが続いている。また2025

年秋、京都教区が伝道教区へ移行し、中部教

区との協働・再編を視野に入れた取り組みが始

まった。

歴史も歩みも異なる教区が力と心を合わせて

歩んでいくのに、多くの困難や課題があるのは

事実である。しかし、多くの人がいれば多くの人

に祈ってもらえる、力を出してもらえる、関わっ

てもらえる、神様から与えられた賜物をより多く

の場で献げることができる。これから宣教の使

命を教会が果たし続けるには、歴史も歩みも異

なった者たちが、力と心を合わせて歩む以外に

は成しえないのではないか・・・。東日本教区発

足を迎えた今、課題が多く残されている今、その

ことを痛感させられている。

そしてこの動きは将来、教派を超えて広がって

いく必要があるのではないだろうか・・・。

写真提供：

管区事務所広報主事　ビカステス田村浩一

	 チーム北国のこれまでとこれから
	

	 	 	 	
	 	 	 	 　チーム北国　キャプテン

	 	 	 	 　司祭　ペテロ　大町信也（北海道教区）

【はじめに】

この度、東日本教区が誕生しました事を心か

ら歓迎し、お祝いいたします。同じ東日本協働区

のメンバーシップの中にある、東北教区・北海道

教区でも合併と新教区設立に向けての取り組み

が進んでいますので、私見を交えつつその経過

や展望についてお知らせしたいと思います。東北

教区・北海道教区宣教協働タスクチーム(当初

はタスクフォースの名称)は、専ら「チーム北国」

の愛称で働き、この作業の進展を図ってきまし
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た。チーム北国は、私、大町(北海道教区常置

委員長)と赤坂有司さん(東北教区常置委員長)

の二人がキャプテンとなり、両教区主教を含む8

名のメンバーでスタートしました。その後、当初

の8名からなるコアメンバーミーティングの下に4

つのセクションを立てて働いています。

【発端・そして教区主教のもとで】

2020年10月の管区総会の決議によって生まれ

た宣教協働と教区再編を促す波は、すぐさま北

海道・東北両教区にも具体的な決断を求めるも

のとして及んできました。と、言いますのも、北

海道教区は2022年3月に植松誠主教の定年退

職を、東北教区は翌2023年3月に吉田雅人主教

の定年退職を控えていたからです。そのような中

で、両教区は新教区主教と共に教区再編に取り

組むという事を確認しつつ、教区主教を選出す

るという道を選びました。すぐさま伝道教区に

移行するという選択肢をもって教区再編の意思

を明確にすべきではないか！というご意見もいた

だきましたが、私たちは、教区合併という教区に

とって歴史的な作業を、リーダーシップと一致の

焦点である教区主教のもとで進めていきたいと

考えた訳です。

2022年4月に北海道教区は、笹森田鶴主教を

迎え、翌年4月に東北教区は、長谷川清純主教

を迎えました。両主教は、その最初から一貫して

新教区の設立に積極的で、今日まで一貫して新

教区設立に向けての働きを支持し導いておられ

ます。この事が今日までの動きすべての強力な

基盤となっている事は確かです。

【何故と問うことから】

東北・北海道両教区は3度の合同常置委員懇

談会を重ね、2022年11月の教区会で両教区共通

の議案として「チーム北国（東北教区・北海道教

区宣教協働タスクフォース　※後にタスクチー

ムに改称）」設置の議案を提出・可決しました。

「チーム北国」と名付けられたタスクチームは、

具体的な作業に入る前に、合併が既定の事実と

してではなく、果たして二つの教区が一つにな

る必要性は、どこにあるのか。そして何故今な

のか。という、問いの前に立つことから始めまし

た。なぜなら、それは管区的意向であるだけで

なく教区民全体が我がこととして了解しなけれ

ばならない事であったからです。そのため私たち

は、この問題意識を「ミッションステートメント」

という形で言葉化し、そしてこのミッションを導

き支える聖書のみ言葉を確認しそこに立とうと考

えました。

【宣教的視点の転換とミッションステートメント】

ミッションステートメントから一部を紹介して

みましょう。「私たちが一つになることで目指すの

は、多様性を積極的に受け止め、弱さの中で福

音を宣べ伝え、行きづまりの中で宣教的視点を

転換する福音の実践です。そのために、祈りと協

働をもって、東北と北海道の人びとがもつ痛みと

喜びを分かち合います。東北教区と北海道教区

は、一つの教区となるヴィジョンを共有します。

また、あらゆる分野で宣教協働の取り組みを行

います。」　というもので、「今こそ、恵みの時、今

こそ、救いの日です。（Ⅱコリント6:2）」を主題聖

句として掲げ、解題聖句として「私たちは人を欺

いているようでいて、真実であり、人に知られて

いないようでいて、よく知られ、死にかけている

ようでいて、こうして生きており、懲らしめを受け

ているようでいて、殺されず、悲しんでいるようで

いて、常に喜び、貧しいようでいて、多くの人を

富ませ、何も持たないようでいて、すべてのもの

を所有しています。」(Ⅱコリント8:6-10)を掲げま

した。そのことを通して「私たちが目指しているの

は、弱さを持った教区同士が一つになることで、

強くなることではなく、それによって宣教的視点

の見直しがなされ、喜びや希望を育んでいきま

す」これらの言葉は、様 な々困難に直面している

東北・北海道の人 と々共に歩むということを通して

「神の宣教（Missio Dei）」に倣うことをミッショ

ンステートメントでは掲げています。そして、この

ミッションステートメントは、毎年、新たな気づき

によって深化されたものを両教区の教区会にて

採択することで再確認しています。また、新教区

設立時には、新教区が、そのミッションステート
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メントを表明していくための助走でもあります。

【出会うことから始めよう】

東北教区と北海道教区は、互いに広大な面積

を持つとともに津軽海峡で隔てられています。そ

のような地理的条件の他に、宣教団体の違いに

よって生まれた教会観や習慣の違い、そして歴

史や風土が生み出した気質の違いなど、相違と

隔たりが少なくありません。しかし同時に東北・

北海道という地域で教会が存在するのは、以下

のような共通の課題と使命があるからです。「広

大な地域の中に、過疎化、経済的困窮、若者流

出などで右肩下がりにある地域を含んでいます。

このような一見、貧しく、あるいは弱くされてい

るように見える地域の中で、ともに喜びや希望を

育んでいきます。そのような地域にある教会の存

在、教会の使命を確認し、ともに歩み続けてい

きます。日本のガリラヤとも言える北国、そこで

待っておられる主イエスを私たちはともに見出す

ことができます。」(ミッションステートメントより)

私たちは「出会う」ことを大切に考えました。

顔の見える関係の積み重ねが、遠回りに見えて

も近道になるということを私たちは確認しまし

た。ミッションステートメントにある“多様性の中

での一致” とは、違いをなくして皆が同じになる

ことではなく、それぞれの個性・立場・考え・賜

物を尊重しながら、共通の使命と祈りによって結

ばれている姿を意味します。そして、「違い」は、

出会いと交わりを通してこそ実を結びます。共に

歩み、経験を重ねる中で、私たちは多様性の中

での一致へと導かれていくのだと思います。その

ために、様々な取り組みがなされて来ました。

例えば、教区会においては、お互いの会場をリ

モートで結んで「北国セッションおばんです」と

いう出会いと分かち合いのプログラムが持たれま

した。また、「そうだ、東北へ行こう！」「そうだ、

北海道へ行こう！」キャンペーンでは、相手教区

の教区・教会の礼拝や行事に参加する人たちに

1万円の補助を行っています。更に「巡礼と交わ

りの旅」が相互に企画され、今年は函館の教会

群と、東北の震災遺構を訪ねる旅が予定されて

います。回を重ねて4回となる合同教役者会は、

教会を基点としながら2泊3日の寝食共にする旅

が、両教区併せても20名に満たない現任教役

者の絆と信頼を深めてきました。更に両教区共

通のスタンプ帳が全信徒に配布され、各教会の

スタンプを作成してスタンプラリーがスタートし

ました。余談ですが、北海道教区主教は全スタ

ンプをクリアーした人は、主教との食事会に招

待するという事です。

【ひとごとから、わがことへ】

新教区設立を、手続きではなくムーブメントと

して私たちは考えようとしてきました。

昨年は、「知っておきたい1.2.3.」という問答集

を抱えて、チーム北国のメンバーが全教会を訪

問し、その際にいただいた疑問や意見交換を集

約したものを更に分かち合いの資料に作成しま

した。そして、この宣教協働の歩みを、改めて一

人ひとりが“自分事”として捉えていけるよう共有

しています。

私たちは、決定に至るプロセスとしてアンケー

トの実施と取り扱いを大切にしてきました。アン

ケートの最初は、難しいテーマではなく「チーム

北国」のマスコットキャラクターの命名について

からスタート。たくさんの応募をいただき「共に

歩む」という意味から、二つの雪だるまの愛称

は、「ともにん」「あゆむん」に決まりました。「と

もにん」「あゆむん」のぬいぐるみは、巡回の折

りに両教区主教が携行され、チャンセルに置か

れます。このような楽しい企画だけではなく「新

教区名」「主教座聖堂」「主教邸」「教区事務所

の場所と機能」などについても、アンケートを実

施しその結果を公開すると共に、決定に至る大

切な資料として取り扱っています。これらのアプ

ローチは、ミッションステートメント2025の、次

のような言葉で表現されています。「主体的な働

きを大切にし、両教区のすべての教役者・信徒

が一つのチームになることを目指します」　

【取り組んでいる諸課題】

チーム北国には、「宣教セクション」「広報セク

ション」「組織セクション」「財政セクション」が
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立てられ、総勢では、延べ30人が関わっていま

す。各セクションでの検討課題は、「コアメンバー

ミーティング」(これがチーム北国発足当初からあ

る組織で教区主教を入れた8名で構成され、毎

月一度のミーティングを重ね既に35回を重ねて

います) に上げられて来ます。各セクションは、

具体的かつ詳細な事項について検討を進め、随

時実行に移されています。「宣教セクション」で

は、先に紹介しました出会いや交流のプログラム

の立案と実行。広報セクションでは、チーム北国

の企画の紹介・周知はもとより、両教区報におけ

る交換記事や、ホームページの開設の他、新教

区設立時に遅滞なく発行される予定の新教区報

の準備が進められています。「組織セクション」

では、新教区の組織とそれに対応する新しい諸

規定・規則などの整備に取り組んでいます。両

教区の執行機関の仕組みには相当違いがあるた

め新教区の働きへとスムーズに移行できるよう、

今年の教区会では、夫 が々新組織図に近いもの

を議案として挙げ、互いのカウンターパートを明

確にしながら具体的な協働を進めていきます。

また、主教座聖堂・主教館の場所や教区事務所

機能についての合意プロセスを作っていくのもこ

のセクションが中心となります。　「財政セクショ

ン」では、会計科目の統一や特別会計の集約の

など作業がほぼ終え、今年度から両教区予算・

決算は、同一の書式で行えるようになりました。

今後の課題として給与の統一は、人事異動の基

礎ともなるものなので新教区発足時に一つの給

与表でスタートできるよう検討が進められていま

す。また、各教会から教区への分担金の算出基

準も両教区で異なることから、統一化への移行

プロセスを慎重に検討中です。

【これからの歩み】

今後のスケジュールについては、2026年11月の

教区会において、新しい年度のミッションステー

トメント、新組織図が議案として挙げられる他、

新教区名・主教座聖堂と主教館の場所・教区事

務所の場所と機能などについて、方向性を確認

し基本的合意を形成します。2027年11月(※前倒

しになる可能性アリ)の教区会にて合併決議と

その他の関連決議を行います。2028年3月31日を

もって長谷川主教が定年退職、同じく笹森主教

が退任されます。そして2028年4月1日付で管理

主教のもと新教区が発足し、新しい常置委員の

選挙や代議員の選挙、さらに新主教の選挙が

行われる中で、徐々に新教区の態勢が整ってい

く。そんなスケジュールが想定されています。

【喜びを指標として】

他教区の方 か々ら、東北・北海道の教区再編

作業は、楽しそうに見えますね。と言っていた

だける事が少なくありません。検討・議論が膠着

したり緊張関係をはらんだ時には、ミッションス

テートメントに立ち返り、この地における神様の

お働き召されている感謝を確認することができ

るからだと思います。そして、出会いと交わり、

協働作業を重ねていく中で発見する様 な々違い

を、多様性・多彩さの恵みとして味わう事と共

に、新たな可能性の種として大切にしたいと考え

ようとしているからだと思います。

最後に、新教区設立の後には、更に隣接する

「東日本教区」との合併を含めた再編が進むの

ですか？というご質問を受ける事が少なくありま

せん。これについては、まず新しく誕生する私た

ちの教区が、有機的・生命的な共同体として生

き生きと動き出すこと。その中で主体的な決断を

形成できるようになった後にテーマとすべき一つ

の可能性として考えています。
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	 「ハンセン病市民学会 

	 	 第 20 回総会・交流集会に参加して」 

	 	 	 	 2026年 5月16日～17日 

	 	 	 	 	 管区人権問題担当者・宣教主査　

	 	 	 	 	 司祭　ヨハネ　松浦　信

管区の宣教主査として、特にハンセン病の担

当の任務を帯びて、ハンセン病市民学会第20

回総会・交流集会に参加をさせていただきまし

た。

統一テーマとしまして「奄美から始めよう―地

域と当事者のこれから」が掲げられました。今ま

でハンセン病市民学会ではこの20年にわたる歩

みとして、ハンセン病に対する偏見や差別の解

消、そして歴史の教訓を次世代へ引き継ぐことを

目的に、2005年に設立され研究者や専門家だけ

でなく、ハンセン病の当事者（回復者）や一般

市民が一体となって活動してきました。

その活動は、交流、検証、提言を3つの柱と

し、取り組みとしては総会・交流集会、部会活

動、人権賞の授与などがあります。

設立の目的は、まさしく2001年のハンセン病

国賠訴訟での判決にも現わされたように、この

病気の感染力がきわめて弱いにもかかわらず、

「らい予防法」などに基づき、患者を療養所に絶

対隔離するという政策を続けており、その責任

がこの裁判で国にあることを認めました。そのよ

うな政策により根強く残る偏見の解消や、被害

を受けた当事者および家族の名誉回復と言った

課題が依然として残されており、この課題を一部

の専門家だけに任せるのではなく、市民全体の

問題として捉え取り組むためのものでした。

一昨年より、将来構想・永続化の問題は、こ

の市民学会において大きなテーマとなるものでし

た。

療養所の将来構想・永続化とは、遜色ない患

者の生活、医療のサービスを低下させることな

く、福祉とQOLを向上し最後の1人までの命を尊

ぶこと(在園保障)、医療機関や福祉の役割を

療養所後にも地域のために引き継いでいくこと、

さらに療養所の施設を全体的に残し、その歴史

などを後世に伝え、差別や偏見を廃し多くの命

が尊ばれ平和で豊かな社会を構築するための

啓発活動のためにその施設を用いていく、また

施設を地域医療や福祉のために用いていくなど

の課題があります。

今回の総会・交流集会の開催地となった奄美

大島には、1943年に奄美和光園が全国11番めの

国立療養所として開園しました。開園に関しては

住民の反対がありましたが、いくつかの条件のも

とに開園にこぎつけたのですが、その条件の一

つが地域医療に応えていく、ということでした。

1日目会場の看板
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入所者であるハンセン病者は、退所すること

のできない終の棲家として全面的な医療を提供

されるのですが、地域には皮膚科の医療機関

がないため早い時期に地域向けの一般外来保

険診療が始まり（1983年）、現在でも離島である

奄美大島や奄美群島の地域に貢献して参りまし

た。現在では、地域医療の中心としての働きを

担っております。

奄美大島という医療での過疎地域の中にあ

り、専門的に難しい疾患の治療のために多くの

住民は、鹿児島など遠く離れたところに入院治

療を行わなければならない、地域の医療として

の課題に直面する際に身近なところに対応でき

また信頼できる医療体系がないなど多くの課題

をもっております。特に高齢化が進む地域でもあ

ります。

全医労奄美支部の働きとして、1996年のらい

予防法廃止、2001年のハンセン病国賠訴訟判決

の確定などを通して、過去のハンセン病国家施

策が基本的人権の尊重を謳う日本国憲法に違反

していることを国が認めたことを背景に、医療を

地域に波及させていくために奄美地方に地域医

療の実態調査や啓発活動を行ってまいりました。

和光園では、1957年小笠原登医師が赴任しま

す。小笠原師は、かつて京都大学の皮膚科特別

研究室主任となりハンセン病の人を中心に研究

室に外来診療室を設けました。彼は、ハンセン

病の感染力は弱く隔離の必要を認めませんでし

た。戦前から国はハンセン病の強制隔離の政策

を推し進めその中でハンセン病は隔離が必要な

恐ろしい伝染病であるというイメージを多くの国

民に植え付けていました。そのような政策に対し

て、小笠原師は反対し患者の人権を重んじ丁寧

な医療活動を続けておりました。

また日本画家である田中一村さんがいます。

彼は、奄美大島に住み着き小笠原師を始め、

和光園のスタッフや入所者とも深い関係となりま

す。奄美大島の自然の美しさのなかで素晴らし

い作品を残したとされます。あまり人物画や肖像

画は描かれなかったのですが、奄美では彼はハ

ンセン病者の病気にかかる前の顔を描かれたと

のことです。

また小笠原師は、もともとは愛知県の真宗大

谷派の僧侶でしたが、福岡県出身で同じ大谷派

の僧侶であり奄美大島の寺院に派遣された福田

恵照さんと一村さんとの生け花と絵のことで関係

が深まったとのことです。今回はご子息であり奄

美和光園とともに歩む会代表の福田恵信さんの

お話も交流集会でお聞きしました。

これらの方 と々の関りによって園と入園者に大

きな影響を与えていました。

近年になり和光園は自治会などが中心となり、

奄美市の老人クラブと共催で夏祭りを行いまた

ほかの行事などを園内で行うなど交流を深めて

きました。

さらに、奄美市が和光園の農園を使用し和光

園の高齢の入所者の指導を受けながら市民の親

子とともに農作業を行う「ふれあい和光塾」（現

在は「ふれあい和光農園」に改称）は、農作業

を入園者や親子で協力して行うことを通して、偏

見や差別を乗り越えかつ家族の尊さを学ぶ大切

な場でした。

2020年に交流会館（歴史資料館）ができ、和

光園の歴史を学ぶために多くの人 が々訪れるよう

になりました。

このように奄美和光園は、その歴史が示すよ

うに、過酷な差別の歴史の中にあっても地域の

人 と々ともに交流を深め、今ではその存在は地

域において欠くことのできない存在となりました。

2日目に訪れたハンセン病国立療養所奄美和光園

の園内案内図
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在園者がいながら在園者への補償、また地域

への交流や貢献についての将来構想と、在園者

がいなくなった後に何を残していくかを考える永

続化に分けて考察いたします。

2019年の時点で、和光園の自治会は将来構想

は完了したことを告げています。しかし永続化に

関してはある程度の議論はあったもののまだほ

とんどのことが決まっていないようです。納骨堂

や交流会館、そして地域医療の中心となる皮膚

科の医療施設の存続などが今後の課題となりま

す。とくに永続化については、国と県、また奄美

群島の行政の協力が欠かせません。また群島の

医師会と連携し地域医療の中心としてどのような

現状と取り組みが必要かについても考えなけれ

ばなりません。全療協（全国ハンセン病療養所

入所者協議会）も全国の療養所の将来構想お

よび永続化のモデルとして注視しております。

私たち日本聖公会にとってこの課題をどのよう

に捉えるのかが問題です。

1つは、将来構想・永続化のなかに存在する

在園保障（最後の1人までも大切にすること）と

社会啓発（わたしたちの社会から入所者への偏

見差別を無くし人としての尊厳を守るために意

識や社会構造を変えていくこと）です。

2つ目は永続化の過程で、宗教施設をどのよう

に永続化（後の時代に残すこと）していくかとい

うことです。

2つに分けましたが、中に1つ目で述べたここ

（療養所）で生きてきた人 の々尊厳を守りその命

に向き合う、社会啓発に貢献していくという課題

を達成するために宗教施設の永続化の目的があ

るのだという認識が必要だと思います。

　

しかしそのことのために、この原稿を読んで

くださる皆様に是非お願いがあります。お近く

にある各療養所が将来構想や永続化に向けて

頑張っています。是非関心を寄せてください。

また、全国13か所あるハンセン病療養所のうち

6か所に療養所教会および療養所教会と合併し

た聖公会の教会があります。ただ頭で知ってい

るだけではなく、人として関わりを持ってくださ

い。もしそれが難しいのであれば、わたしも会員

になっていますが「ハンセン病市民学会」の会員

になってください。

療養所におられる方 は々、長い間社会から隔

絶され、人々の記憶からも消し去られてきまし

た。教区によっては教会としての交流などを行い

様 な々方法をもって出会いや理解などを深めて

参りました。福音に根差した尊い働きだと思いま

す。しかしそのことは一方的に「してあげる」こと

や上からの視点で憐れむということではなく、同

じいのちであり、私たちもこの方々から学ばなけ

ればならないのです。

上記にわたしたちに直接関係ないと思われる

ような奄美のことを書きましたが、奄美の方々の

営みには心から脱帽いたします。人と人とは必

ず、触れ合える部分があります。共に学び合おう

とする精神です。そしてそのことは私たちに心か

ら尊敬と謙遜の心を与えようとされるキリストの

道を歩むことだと思います。

2日目に訪れたハンセン病国立療養所奄美和光園に

あり2017年に閉鎖された日本基督教団名瀬教会・和

光園伝道所（かつての単立谷川教会の建物）



2026 年 6月25日　第 419号	 	 （15）

第１章　療養所を残すことの意味

・ハンセン病療養所を永続的に残すのはなぜ

・療養所の将来構想・永続化をどう進めるか

第２章　療養所をどう守りつないでいくか

・入所者・退所者の不安は何か

・多磨全生園の将来構想

・国立療養所で全国最少入所者/奄美和光園

・国立療養所の宗教施設の保存をどう考える

か

 ・韓国・小鹿島病院からの報告

・ハンセン病療養所という「記憶の場」

第３章　各地のハンセン病療養所の将来構

想

・国立13療養所の将来構想アンケート結果

から

♠本の紹介

『ハンセン病療養所のこれから　将来構想・永続化を「自分ごと」として』　徳田靖之編　

	 	 	 	 	 　＊松浦 信司祭も内容の一部を執筆なさっています＊

被造物とともに生きる宣教
　	 	 	 	

	 	 - 聖公会モンゴルの森の働き -

 	 	 	 	 	 	 	 　　　　           	

	 	 	 管区事務所宣教主事　司祭　ステパノ 卓　志雄

日本聖公会では、「被造物の本来の姿を守り、

地球上の生命を維持・再生するため努力するこ

と」を宣教の重要な課題として掲げています。

これはアングリカン・コミュニオンの「宣教の5指

標」にも示されており、また日本聖公会宣教協議

会の呼びかけやランベス・コール「環境と持続可

能な開発」においても強調されています。環境

問題への取り組みは単なる社会活動ではなく、

神の創造世界を守る信仰的な応答であり、教会

の宣教そのものです。

その具体的な実践の一つとして、現在、大韓

聖公会が進めている「聖公会モンゴルの森」プ

ロジェクトがあります。この働きは、モンゴルの

砂漠化防止と気候変動対策を目的とした植林活
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動であり、環境保全と地域社会の再生を目指す

国際協力事業です。

活動の中心となっているのは、環境NGOであ

るGreen Asia Networkです。同団体は25年以

上にわたり、モンゴルやミャンマーにおいて森づ

くりを通した地域づくりを進め、2014年には国連

砂漠化対処条約（UNCCD）の「生命の土地賞」を

受賞しました。植林だけではなく、気候変動対

策、環境教育、政策提言、国際連携など幅広い

活動を展開しています。

モンゴルでは近年、気候変動の影響が深刻化

しています。年平均気温は約2.25℃上昇し、降

水量は約8％減少しました。国土の76.9％が砂

漠化の影響を受け、砂嵐の発生日数も増加して

います。こうした現象は黄砂や微細粉塵として中

国、韓国、日本にも影響を及ぼしており、決して

モンゴル一国だけの問題ではありません。

「聖公会モンゴルの森」は、ウランバートル西

方約100kmのバヤンハンガイソムに造成されてい

ます。大韓聖公会は既に約3haの土地に3,000

本を植樹し、地域の森林回復に取り組んできま

した。植栽されるのは「ビタミンの木（シーバッ

クソーン）」で、土壌改善や砂漠化防止に効果が

あり、果実は地域住民の所得向上にもつながる

持続可能な樹種です。植林は単なる環境保全に

留まらず、地域の暮らしと未来を支える働きにも

なっています。

特筆すべきは、この働きが単なる植樹活動で

はなく、「神・人・自然との和解」を目指す宣教的

実践である点です。日韓宣教協働40周年の歩

みとも重なり、被造物との和解を具体的な形で

表しています。

大韓聖公会では、このプロジェクトのために大

斎克己献金約600万円のうち400万円を献げま

した。そして今年6月に実施される第3回、最後

となるプロジェクトに対し、1ha分（約300万円）

の協力を日本聖公会として行うことを、正義と平

和委員会および常議員会へ提案し、2026年5月3

日には大韓聖公会へその思いを伝えました。

また、この働きは単に「木を植える」活動では

ありません。砂漠化の進行を食い止め、土壌を

回復し、人びとの暮らしを支え、次世代へ希望

をつなぐ「いのちに仕える働き」です。環境問題

はしばしば専門家や行政、国際機関が担う課題

として受け止められますが、教会もまた祈りと行

動を通して応答する使命を与えられています。

2026年8月にはモンゴル・ウランバートルで国

連砂漠化対処条約会議（UNCCD COP17）の開催

も予定されており、砂漠化対策や土地回復は国

際社会全体の重要課題となっています。モンゴ

ルで進められている「10億本の木」運動に対して

も、日本や韓国をはじめ国際的な協力が広がっ

ています。そのような中、聖公会が国境を越えて

連帯し、信仰に基づいて環境保全に取り組むこ

とには大きな意味があります。

さらに、このプロジェクトは日韓宣教協働の新

しい歩みを示すものでもあります。これまで大

韓聖公会と日本聖公会は、互いを見つめ合いな

がら両国の宣教協働を大切に育んできました。

しかし、これからは互いだけを見つめるのでは

なく、共に同じ方向を見つめながら歩むことも大

切にしていきたいと思います。神が創造された世

界、苦しむ人 、々被造物のうめき、そして次世代

の未来という共通の課題に向かって、共に歩む

宣教協働へと歩みを進めていくことが求められ

ています。

私たちが植える一本の木は小さなものかもし

れません。しかし、その木はやがて森となり、風

を止め、土を守り、人を支え、未来の子どもたち

へと受け継がれていきます。そしてその働きは、

神が創造された世界の回復に参与する希望のし

るしとなるでしょう。被造物のうめきに耳を傾け

ながら、神・人・自然との和解を目指し、共に歩

み続けていきたいと思います。

大韓聖公会の2024「聖公会の森」訪問資源活動



2026 年 6月25日　第 419号	 	 （17）

 「「「聖聖聖公公公会会会モモモンンンゴゴゴルルルののの森森森」」」プププロロロジジジェェェクククトトト   ごごご協協協力力力のののおおお願願願いいい   
日本聖公会管区事務所 2026 年 5 月 29 日 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
わたしたち日本聖公会の宣教のパートナーである大韓聖公会は、過去 3 年間にわたり

「聖公会モンゴルの森」プロジェクトを進めてきました。日本聖公会も環境問題への  
取り組みとして、1 ヘクタール分（約 1,000 本）協力することを、日韓協働委員会と   
正義と平和委員会で提案し、管区事務所主事会議および常議員会で承認されました。  
具体的には、海外宣教・協力資金から 300 万円（1 本約 3,000 円）の支援をいたします。 

6 月 7 日の「地球環境のために祈る日」に合わせて、このプロジェクトへの協力を   
呼びかけます。アングリカン・コミュニオンの宣教の 5 指標の 5 番目には「被造物の   
本来の姿を守り、地球上の生命を維持・再生するため努力すること」とあります。   
神・人・自然との和解を目指す宣教的実践、環境問題への日韓協働の取り組みとして、
祈りと献金をもってご参加くださいますよう、よろしくお願いいたします。  募⾦期間：2026 年 6 月 7 ⽇〜12 月末まで ⽬標⾦額：100 万円（1 本約 3,000 円） 送 ⾦ 先：⽇本聖公会管区事務所 
 

※日本聖公会は先行して 300 万円を拠出し、その支援を教会全体で分かち合うために 
拠出資金の一部補填を目的として行います。 
ゆうちょ銀行 振替口座：加入者名「日本聖公会」00120-0-78536 へ、 
モンゴル「聖公会の森」プロジェクトのためと明記の上ご送金ください。  

※大韓聖公会では Green Asia network を通じて、これまでに 3 ヘクタール分の森を 
築き、モンゴルにおける砂漠化抑⽌や⻩砂低減に寄与しています。 

----------------- 
 Green Asia network とは？：1998 年に設立された国際公認 NGO で、気候危機・砂漠化・⻩砂など   

国際的な環境問題に対して、安全で持続可能な地球の発展に貢献するために、モンゴル、ミャンマー、
など気候変動被害地域での森づくりを通じた持続可能なまちづくりをしています。 
「聖公会モンゴルの森」概要 

植栽時期：5 月上旬〜10 月上旬 
植栽樹種：ビタミンの木（グミ科の植物シーベリー、別名：シーバックソーン） 

お茶や化粧品等に利用でき、持続可能な地域住⺠所得にも寄与。 
植栽地域：モンゴル・バヤンハンガイソム（⾸都ウランバートルから⻄約 100km） 
地域情報：家畜数の急増などにより草地面積が 5 倍減少、北⻄風の影響で砂嵐発生回数増加、森林庁の

共生の森林地域（2022〜）             
2024 年聖公会の森造成の様子         2024 年モンゴルの森訪問 
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大韓聖公会ソウル主教座聖堂　聖堂聖別 100 周年記念聖餐式

	

	 ― 「百年の感謝、 次の百年への約束」 ―

	 	 	 　　　管区事務所宣教主事　司祭　ステパノ 卓　志雄

大韓聖公会は、ソウル主教座聖堂の聖堂聖

別100周年を迎え、これまでの信仰の歩みを振

り返るとともに、新たな100年に向けた教会の使

命と共同体のビジョンを分かち合いました。　5月

3日（日）、ソウル主教座聖堂において「聖堂聖

別100周年記念感謝聖餐式」と記念式典が行わ

れ、多くの信徒・聖職者が共にこの節目を祝いま

した。日本聖公会からは上原榮正主教（首座主

教・沖縄教区主教）、卓　志雄司祭（東京教区

〔現在、東日本教区〕主教座聖堂主任司祭）、柳

時京司祭（大阪教区主教座聖堂主任司祭）が招

かれ参加しました。

約800名の方々が参列した当日の聖餐式は、

100年の歩みを象徴する100回の鐘の音によっ

て始められました。また子どもたちが聖堂の扉を

叩き、自ら開くパフォーマンスが行われ、新しい

時代への希望と次世代への信仰継承が象徴的

に表現されました。

式典にはキム・ジャンファン主教をはじめ、歴

代ソウル教区主教らが共同司式として参加し、96

歳となるキム・ソンス主教が最後の祝福を担当し

ました。また、関係者や来賓も出席し、共に100

周年を祝いました。

聖餐式の中で説教を行ったソウル教区キム・

ジャンファン主教は、聖堂聖別100周年について

「今日は単に一つの建物の100年を記念する日で

はなく、これからの100年をどのような教会として

歩むのかを自らに問いかける日である」と語りま

した。

また主教は、「聖堂の本質は建物そのものでは

なく、祈りと礼拝、そして神との生きた出会いに

ある」と述べ、「主教座聖堂の100年は、そのよ

うな祈りの歴史であった。日本統治時代の困難

の中でも、戦争の廃墟の中でも、この場所では

祈りの灯が消えることはなかった」と振り返りま

した。

2026 年 5月3日、大韓聖公会教務院において、「モンゴル聖公会の森」
プロジェクトへの協力として、1ha 分（約 300万円）の

支援を行う旨を伝えました。
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ソウル大聖堂聖別 100 周年記念礼拝 祝辞（要約）

ソウル大聖堂聖別 100 周年を心よりお祝い申し上げます。大韓聖公会ソウル教区の

聖職者・信徒の皆さまの上に、主の平和と神の祝福が豊かにありますようお祈りいた

します。

このたび 100 周年記念式典にお招きいただき感謝申し上げます。沖縄教区では聖職

者の約 3 分の 1 が大韓聖公会出身であり、昨年には江華島教会で「チーム宣教」を学

ぶ機会も与えられ、温かな交わりに深く感謝しています。

帰国前にはソウル大聖堂を訪問し、1926 年の建立以来、困難な時代を経ながらも、

聖職者と信徒の献身によって今日まで受け継がれてきた歴史を学びました。

現代世界では分断や戦争が続き、多くの弱い立場の人々が犠牲となっています。

1987 年の韓国民主化運動の際、ソウル大聖堂が民主化運動の拠点となり、若者たちを

守り支えたという歩みを伺い、深い感銘を受けました。これは、戦争放棄と平和を願い、

復帰運動を歩んできた沖縄の歴史とも重なります。

私は、平和をつくることこそ教会の使命であると考えます。ソウル大聖堂は韓国の

人々にとって心の支えであり、平和の象徴として存在しているのではないでしょうか。

「老人は夢を見、若者は幻を見る」（ヨエル 2:28）の御言葉のように、私たちは主にあっ

て一致し、愛と赦しを分かち合う共同体として歩むことが求められています。

教会は祈りの家であり、同時に福音宣教の拠点です。ソウル大聖堂がこれからも韓国

社会における自由と平和の拠り所として歩み続け、大韓聖公会と日本聖公会の協働が

さらに深まること、そして次の 100 年へ向けた神の導きを心よりお祈りいたします。

聖堂の庭に展示されている100 年間の歩みを紹介するパネル。

さらに、聖公会信徒としての生き方、母教会と

しての使命、日常生活における宣教の実践、そし

て朝鮮半島の平和のための祈りの大切さについ

ても語り、「祈りは最も静かな力であると同時に、

最も力強いものである」と強調しました。

聖餐式後、日本聖公会首座主教の上原榮正

主教は次のように祝辞を述べました。
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午後に行われた記念式典では、「百年の感

謝、次の百年への約束」を主題とする「ソウル主

教座聖堂聖別100周年ビジョン宣言」が朗読さ

れました。

宣言では、今後の教会が目指す姿として、①多

様性の中で一致する一つの教会、②キリストの体

として日々新たにされる聖なる教会、③すべての

人を歓待する公会的教会、④世にあって福音を

証しする使徒的教会、という四つの方向性が示

されました。

また、子どもたち・青年たち・女性信徒たちが

それぞれ信仰の決意を表明し、次世代へと受け

継がれる教会共同体の歩みを確認しました。最

後には全信徒が「私たちは時代の証人である」と

告白し、正義・和解・平和を実現する教会の社

会的使命に応えていく決意を新たにしました。

なお、この日は100年前の聖堂聖別時に配布

された記念十字架が復元され、参列者に配布さ

れました。大韓聖公会は今回の100周年を契機

として、伝統を継承しつつ、変化する時代の中で

社会と隣人に仕える働きをさらに深めていくこと

を表明しています。

聖公会の伝統において、聖なる公会は教区と

いう地域教会の単位を通して、この地上に具体

化されます。そして、その共同体は、聖別された

聖堂を中心として、礼拝・宣教・牧会を通して生

き生きと活動します。したがって、聖公会は地域

教会共同体と、その地に聖別された聖堂とを切

り離して考えません。共同体が聖堂であり、聖堂

がすなわち共同体なのです。

大韓聖公会ソウル主教座聖堂の聖別100周年

は、単なる建築物の節目ではなく、「地域教会と

は何か」「主教座聖堂は何を担うのか」を改めて

問い直す出来事であると言えるでしょう。この節

目は、日本聖公会にとっても、これからの歩み

を見つめ直す機会となります。「共同体が教会で

あり、教会が共同体である」という聖公会的理

解をあらためて確認し、祈りと礼拝に根差しなが

ら、地域と世界に仕える共同体として、新たな時

代に向けた日本聖公会の歩みが期待されます。

日本聖公会首座主教として式典に参列なさった上原榮正主教による祝辞（通訳：卓　志雄司祭）。
当日の様子は韓国のキリスト教テレビ局でスペシャル番組として報道された。
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平和を実現する人々は、幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。マタイ5：9

peace is in your hands

⻄⽇本宣教協働区

平和礼拝2026
沖縄教区

神戸教区

九州教区

沖縄慰霊の⽇礼拝

沖縄の旅

広島原爆逝去者記念聖餐式

被団協派遣講師の講話

長崎原爆記念礼拝

 ＠長崎聖三⼀教会 11:02黙祷

 ＠広島復活教会  主催：広島復活教会

13:00〜 平和プログラム ：被爆証言を聞く

  ＠三原聖ペテロ聖パウロ教会（主教座聖堂、那覇市）

 19⽇ 那覇空港集合〜21⽇ 慰霊の⽇礼拝をもって解散

6 / 2 1 (⽇ ) 1 5 : 0 0  〜

6 / 1 9 (金 ) 1 3 : 0 0〜 2 1 (⽇ )

8 / 6 (⽊ ) 8 : 0 0  〜

8 / 9 (⽇ ) 1 0 : 3 0  〜

オンライン配信は⾏いません。各教会での主⽇礼拝の中で覚えてお祈りください。

8 / 5 (水 ) 1 4 : 0 0〜 1 5 : 3 0（予定）

8 / 5 (水 ) 1 8 : 3 0〜 1 9 : 1 0 平和のための祈りの集い

 ＠広島復活教会

＠平和公園供養塔前

（聖公会・カトリック・ルーテル教会合同）

 ← 礼拝配信→  HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/LIVE/GYJAGT4_XS8
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小さなものの声は神様からのメッセージ小さなものの声は神様からのメッセージ

第35回第35回 お話を聴く会お話を聴く会 
“証し”と“交わり”のひととき“証し”と“交わり”のひととき

クリスチャン要約筆記サークル

こひつじクラブ　　高尾由希子さん
「声、届いてますか？」 ～安心できる場を求めて～

目白サインランゲージ　小川加代子さん
「きこえない。手話言語。手話通訳。きこえる私」

きこえない、きこえにくい人のコミュニケーション方法は多様です。
今回は文字通訳（要約筆記）と手話言語通訳で、日々きこえる
人とのあいだでご奉仕くださっているお二人のお話を聴きます。

日　　時：2026 年 6 月 27 日（土）13:00 ～ 15:00
開場 12:30、参加費無料、手話通訳・パソコン要約筆記付

会　　場：日本聖公会 東日本教区　聖マーガレット教会
〒167-0054 東京都杉並区松庵 1-12-29

お申込み：裏面下方に申込書があります
聖マーガレット教会へ直接のお問い合わせは遠慮下さい。 

参加費無料・Zoom でオンライン参加も可能

主催：日本聖公会東日本教区「障がい者」関連活動連絡会
協力：目白サインランゲージ（手話通訳）・クリスチャン要約筆記サークル こひつじクラブ（パソコン要約筆記）

会場地図

障関連

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原発のない世界を求める  

オンライン対談 
6 月 13 日（土）10:00～12:00 

東京電力福島第一原発事故から 15 年。事故は人々の命、生活、環境を取り返しのつかない
事態に陥らせました。日本聖公会は「核といのちは共存できない」と心に刻み、原発問題から
いのちと平和を考えます。 

今年の「原発のない世界を求める週間」は、中道雅史さん、名出真一さんを招き、私たちが
原発とどう向き合うべきかを考えるオンライン対談を開催します。 

ススピピーーカカーー：：  
中中道道  雅雅史史ささんん  
東北教区⻘森聖アンデレ教会信徒、 
核燃料廃棄物搬入阻止実行委員会 事務局⻑ 
大 MAGROCK／大間原発反対現地集会実行委員会 事務局⻑ 

  
名名出出  真真一一ささんん  
大学在学中に大阪の釜ヶ崎、沖縄、地元の被差別部落などに関わる。 
チェルノブイリ原発事故から原発の危険性を再認識し映画会などを行う。 
現在、現地の市⺠団体「伊⽅から原発をなくす会」副代表 

 
 
フファァシシリリテテーータターー：： ⻑⾕川 清純 主教 

（日本聖公会正義と平和委員会委員⻑・原発問題プロジェクト⻑） 

主催：日本聖公会正義と平和委員会 原発問題プロジェクト 
https://www.nskk.org/province/no-nuke-project/ 

ZZoooomm リリンンクク：：hhttttppss::////oonnll..bbzz//UUAA33ppSSeejj  
II  DD：：882200  11441144  11665533    パパススココーードド：：882222990000  
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教会数に対して聖職者の数が足りない状況下

で、教会活動が停滞する現象が少なからず起き

ている。そこで、2024年のヒルダ・ミッシェル

信徒講座では働き人の裾野を広げ、信徒の働き

の多様性に着目して、将来有望なチームミニスト

リーのあり様を検討したいと考え、「信徒の働き

の多様性・可能性―チームミニストリーにおける

信徒の働き―」をテーマとして講座を企画し、実

施した。

現在の教会が抱えている深刻な問題に即し

た内容であったため、複数の方からあたらめて

グループで学習しなおしたいとの要望が寄せら

れ、本講座のビデオ記録をYouTubeで提供する

ことにしたが、よく聞き取れない箇所も少なくな

く、十分な対応になっていないことを踏まえ、今

般この講座記録を「ヒルダ・ミッシェル叢書4」と

して出版することにしたものである。

各教会や、グループにおいて活用し、信徒活

動の活性化につながっていただければ幸である。

定価は1,000円、お申し込みは当教会まで。

　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                    

　（東日本教区　渋谷聖ミカエル教会）

♠ 新刊本のご案内

　「信徒の働きの多様性・可能性

	 	 	 ― チームミニストリーにおける信徒の働き ―」

 	 	 	 	 	 	 	      ヒルダ・ミッシェル叢書4
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日本聖公会管区事務所ホームページ http://www.nskk.org/province/  

☆「管区事務所だより」についての要望・寄稿などをメール、また郵便でお寄せください。

	 comm-sec.po@nskk.org　広報主事（田村浩一）デスク宛て


